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【整備施設の考え方】 

① コンベンション施設，駐輪場，交流広場 
・ 市民サービスの向上を十分に考慮するとともに，効率的な管理・運営が実現可能な施設整備を

進めるとともに，歩行者動線や意匠など，民間施設等との調和のとれた施設整備となるよう，民

間施設と一体で設計，施工が実施されることを基本とする。 
② 駐車場 

・ 当地区の立地特性から，駐車場については，高い収益性が期待できるとともに，利便性の高い

サービスを提供する観点から，民間事業者が，本市の必要駐車台数を含めて，一体的に整備・運

営（独立採算）することを基本とする。 

❑ 基本的な考え方 

・ 多くの集客による交流の創出とこれによる経済波及効果の発生や都市の競争力の向上等に資
するコンベンション施設を整備するとともに，ＬＲＴ利用者や来街者の滞留の場であり，コン
ベンション施設等との一体的な利用を可能とするための交流広場，駅等の利用者やコンベンシ
ョン施設利用者のための駐車場，駐輪場を整備・確保する。 

❑ 民間施設整備の基本的な考え方 

市民の多様なニーズに対応するとともに，県都の玄関口にふさわしい民間施設の誘導を目指す。 

第４章 公共施設整備の基本方針 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【公共施設の整備内容】 

１ 核となる機能 

○ コンベンション施設 

 
 
 
 
 
○ 交流広場 

・ コンベンション施設と連携したイベント開催を可能とするとともに，駅やＬＲＴ停留場，市道１

５２５号線や各施設などへのスムーズな歩行者動線の確保，ＬＲＴ停留場等との連続性を確保した

広場とする。 
  ・ ５，０００平方メートルの確保を基本とする。 
２ 相乗効果を図るための機能 

○ 公共駐車場 

  ・ 駅等の利用者やコンベンション施設利用者のための駐車場を確保する。 
  ・ 駅利用者のための既存駐車台数とコンベンション施設やＬＲＴなどの利用者を想定し，１６０台

分を確保する。 
○ 公共駐輪場 

・ 南街区に駅等の利用者やコンベンション施設利用者のための駐輪場を確保する。 
・ 既存（南街区）の駐輪台数とコンベンション施設やＬＲＴなどの利用者を想定し，２，５００台

分を確保する。 
○ 歩行者デッキ  

事業者決定後の施設計画等を踏まえ，民間事業者と費用負担など役割分担について協議し，歩行者

の安全性や利便性の確保が必要となる場合に整備することを基本とする。 

【主な諸室構成や規模の想定】 
諸室 規模 

大ホール 2,000 人程度収容 
中ホール 700 人程度収容 
大会議室 300 人程度収容×2 室

小会議室 50 人程度収容×10 室

合計延床面積：約 13,000 ㎡を想定

・ ビジネス機会の創出などの産業振興，催事参加者の消費

活動などによる地域経済への効果の発生，多様な市民活動

による地域の活性化，最先端の学会開催等による都市の魅

力・競争力の向上に資する施設とする。 

・ ２千人規模程度の催事の開催に対応可能な施設とする。 

第５章 民間施設誘導の基本方針 

 
 
 
 
 
 

【施設誘導の考え方】 

・ 民間施設は，より優れた提案が行われるよう，提案の自由度を高め，民間事業者のノウハウを最大

限活用することを基本とする。 
・ 施設整備に当たっては，地域資源である大谷石などの活用，緑化など環境負荷の低減に努めるとと

もに，施設利用者等の安全性や快適性などに配慮する。 

【民間施設の想定内容】 

１ 核となる機能 

○ 商業施設 

・ 消費者の購買動向やニーズの変化を的確に捉えた特色と魅力あふれる多様なサービス（様々な時

間，空間，体験など）を提供する都市型施設の誘導を目指す。 

・ 商業施設の規模は，これまでの当地区のまちづくりに関する検討経過や県下最大のターミナル駅

の駅前広場に隣接する立地を踏まえ，延床面積４．３万平方メートル程度，店舗面積１．８万平方

メートル程度の範囲内とすることを基本とする。 
○ 宿泊施設 

コンベンション施設との連携により，より高い集客や魅力的な催事の開催が可能となるなど，相乗

効果が図られるとともに，観光客や来街者のくつろぎや安らぎの空間として，質の高いサービスを提

供する宿泊施設の誘導を目指す。 

○ 業務施設 

本市の東部地域に広がる高度技術産業ゾーンの玄関口に位置するとともに，ＬＲＴの起点であり，

東北新幹線が停車する駅の隣接であることなどから，企業活動の場となる業務施設の誘導を目指す。

２ 相乗効果を図るための機能 

・ 市民の健康で豊かな生活を支えるため，宇都宮市立地適正化計画に定める都市機能誘導施設立地促

進補助金の対象施設となる医療施設や福祉施設など，質の高い市民サービスを提供する施設の誘導を

目指す。 

・ 民間提案に基づく民間施設利用者のための駐車場・駐輪場を確保する。 

❑ 公共施設の基本方針 

多くの集客や多様な催事開催による経済波及効果の発生，都市の魅力向上等に資するコンベンショ

ン施設を整備するとともに，宇都宮駅やＬＲＴ利用者，来街者の滞留の場となり，コンベンション施

設等との一体的な利用を可能とするための交流広場，宇都宮駅等の利用者やコンベンション施設利用

者のための駐車場，駐輪場を整備・確保する。 

❑ 民間施設の基本方針 

 市民の多様なニーズに対応するとともに，県都の新たな顔にふさわしい多様で魅力の高い民間施

設の誘導を目指す。 

第６章 地区の管理・運営の考え方 

 
 
 
 
 
 

【施設整備の考え方】 

① コンベンション施設，駐輪場，交流広場 
市民サービスの向上や，効果的な管理・運営が実現可能な施設整備に向け，歩行者動線や意匠，

機能連携など，民間施設等との一体性の確保を図るため，民間事業者が全ての立地施設の設計，施

工を一括して実施することを基本とする。 
※ コンベンション施設は分棟整備を基本とし，南街区に配置予定の駐輪場は土地の高度利用を図

るため，民間施設との合築も可能とする。 
② 駐車場 

当地区の立地特性上，駐車場は高い収益性が期待できること，また，利用者の利便性向上の観点

から，民間事業者が提案する施設の附置義務駐車台数と本市の必要駐車台数を合わせた施設を民間

事業者が整備・運営（独立採算）することを基本とする。 
 ③ 共通事項 

施設整備に当たっては，地域資源である大谷石などの活用，緑化など環境負荷の低減に努めると

ともに，駅等の利用者の安全性や快適性などに配慮する。

❑ 地区の管理・運営の考え方 

公共と民間の一体的な協力の下，以下のような地区の管理運営の仕組みを目指す。 

・ 長期的な視点に基づき，常に魅力の高い快適な空間を提供するなど，持続的かつ安定的な地区の

管理運営に努める。 

・ コンベンション施設や交流広場などの公共施設は，民間活力の積極的な導入を図り，民間施設と

の機能連携や相乗効果の発揮に努める。 
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決後，協定を締

ーム（応募者

正式な条件等

 目 

ンテーション

の締結 

関する問合せ

地域政策室

５号 市役所

２－２８５８

後，速やかに

締結する。

，市は，優先

間施設を所有

業契約を締結

者がＳＰＣの

ンベンション

締結する。

者がグループの

等は，募集要

ンの実施 

せ先 

駅東口整備室

所５階 

  Ｅ‐ｍ

に，市と優先

先交渉権者が

有・運営する

結する。 

の場合は，こ

ン施設管理運

の場合の概念

項で示す。 

平成３０年

平成３０年

平成３０年

平成３０年

室 

ａｉｌ：u20

先交渉権者は

がグループの

る企業と施設

このＳＰＣと

運営会社又は

念図） 

予定

年３月２日

年５月末 

年６月～ 

年７月～ 

021@city.ut

は，事業契約等

の場合は，こ

整備における

と事業契約を

はＳＰＣとは

定時期 

（金） 

tsunomiya.to

等の締結に向

の構成員の

る業務分担や

を締結する。

は，指定管理者

ochigi.jp

向けた双方の

うち公共施設

やリスク分担

者の指定に関

の協力義務

設を設計・

担等に関す

関する議会

 
 


